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報告

教員養成に関する研究の現状と課題
A study of teacher education - A review and related issues-

光田尚美

要約:本稿の目的は，わが国の教員養成に関する先行研究を概観し，本学教職課程の運営にもかかわる教員

養成研究の今後の課題を指摘することである.

既出文献に散見される論点を， I教員養成制度JI教育研究組織JI教員養成カリキュラム」の 3点に集約

して整理し，そこで明らかとなった知見をもとに，本学教職課程の運営上の課題として以下の諸点を提起し

た.

①教職課程のセンター化を見据えた教育研究組織の確立とその実現に向けた人的，物的条件の整備

②「大学における教員養成jの意義の積極的評価にもとづくカリキュラムの性格づけ，大学の教員養成理念

を明瞭かした養成カリキュラムの編成

③本学の教職課程を抜本的に見直すための基礎資料としての自己点検と調査研究

Key Words :大学における教員養成，教育研究組織，教員養成カリキュラム，自己点検

1. はじめに

わが国における教員養成は 1872 (明治 5)年の「学

制jによる学校制度を定着させるために，焦眉の急とし

て着手された. 1学制」発布の翌月東京に師範学校が開

設され，続く 2年の聞に，全国第 7学区に各一校の官立

師範学校が設置された.その後第二次世界大戦が終結す

るまで，師範学校とその体制下で強化された師範教育が，

わが国の教員養成を全面的に担っていた.

本格的な師範学校体制の見直しが図られたのは，戦後

の教育改革においてである.教育刷新委員会を中心に

いわゆる「師範タイプ」の教師像の克服が目指され，適

切な教員養成のあり方が検討された. 1946 (昭和21)年

12月，教育刷新委員会は第 l聞の建議「学制に関するこ

とJのなかで，教員養成にかかわる二つの原則を打ち出

した. 1大学における教員養成Jと「開放制」である.

「大学における教員養成」の主意は 「学問の自由Jと

「大学の自治Jの保障に裏づけられた大学教育制度のも

とで， 1高い教養と深い専門的学芸の研究を通して個性

豊かな人間を形成しJ，1新しい資質能力をもっ教員を生

み出すJ(土屋， 2002， p.80)ことであった.高い教養と

専門性を身につけた者が学校教育を担っていくという意

向は，新学制のもとでの国民教育全体の水準を向上させ
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るという意味においても 大きな意義を有していた.

もう一つの原則である「開放制Jとは，教職志望者を

教員養成系大学・学部だけで養成するのではなく，教員

養成課程(あるいは教職課程)を設置している国公私立

いずれの大学においても 教員免許状の取得に必要とな

る単位を授与するという制度である.その主意は，師範

学校に独占的に委ねられていた教員養成の閉鎖性を打破

し，教員の免許状取得の機会を拡大することであった.

これらの二大原則を盛り込んだ教育職員免許法(以下、

免許法)の制定と新制大学の発足のもと，戦後の教員養

成の制度的基盤は確立したのである.

しかし，教員養成制度はその発足直後から今日にいた

るまで，度重なる変更を経てきている.免許法の改正は

約30回にも及び，中央教育審議会(以下，中教審)や教

育職員養成審議会(以下 教養審)は教員養成制度の改

善構想を数次にわたり答申している.そして1997(平成

9 )年， 1新たな時代に向けた教員養成の改善方策につい

てJ(教養審答申)が 2006年には「今後の教員養成・

免許制度の在り方についてJ(中教審答申)が打ち出され，

これからの時代に特に求められる教員の資質能力及び教

員養成の方向性が具体的に示された.新たな教師像をめ

ぐって，また噴出する学校教育問題への対応をめぐって，

教員養成系大学・学部はもとより 教員養成課程を設置

する大学は，そのあり方をいっそう厳しく問われるよう

になった.このことは，教職課程を設置している本学も
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例外ではない.

教員養成制度や教育体制の改善に向けて，今日もさま

ざまな議論が展開されている.今後の教員養成の方向性

を探るとともに，教員養成のあり方を根本から問い直す

ためにも，そこで蓄積されてきた知見を体系的に整理す

ることは有意味な試みと考lえる.そこで以下，わが国に

おける教員養成に関する先行研究を概観し，それぞれの

論点を整理するとともに 本学教職課程の運営にもかか

わる教員養成研究の今後の課題を指摘していきたい.

11.教員養成研究における主要な議論

「教員養成Jをキーワードに CiNii及び NDL-OPACで

論文図書を検索したところ， 6，070件がヒットした.

2007年に発表されたものだけでも 130件を超える.その

うち， I大学における教員養成」や「開放制Jをタイト

ルに含めるもの，あるいは大学における教員養成課程の

改善に言及したものを抽出したところ，教養審答申が出

された1997年を挟み， 1998年以降，発表論文数が増加し

ている.とくに2000年， 2001年には，新世紀を迎えるに

あたっての世界的な議論の盛況 11 も相侯ってか，研究関

心の高まりがうかがわれる.

これらの既出文献のうち「大学における教員養成Jな

いし「教育者養成jをタイトルに含めるものを概観した

結果，より望ましい教員養成を求める研究の論点は，主

として①教員養成制度，②教育研究組織，③教員養成カ

〈表:戦後の教員養成制度の再編)

年 教員養成制度の再編に係る事項

1953 (昭和28)年 免許法改正

リキュラム，の 3点に集約されうることがわかった.そ

こで，それぞれの論点についてどのような議論が展開さ

れているのか，そこから導かれる課題は何かについて，

以下に整理する.

1.教員養成の制度的改善をめぐる諸論と課題

土屋によれば，戦後教員養成の歩みは， Ir大学におけ

る教員養成Jの内実を形成する自主的な努力と，二大原

則を形骸化，空洞化する政策との緊張関係の歴史であっ

たJ(土屋， 2002， p.85) と形容される.とりわけ，教員

免許状に関する施策は「大学における教員養成j原則を

大きく変質させたという.

戦後の教員養成制度の再編のなかで比較的大きな制度

的変更を課したものについて，以下のく表〉にまとめる.

ここで注目されるのは 73年の教員資格認定試験制度

の拡充， 88年の特別免許状の授与と特別非常勤講師制度

の導入である.こうした制度によって，大学等において

教員養成課程を履修していなくとも 試験によって教員

資格を授与することが可能となった. しかしそれは，大

学での教員養成に教職教養を重視する免許基準を設定す

る一方で，教職教養を欠く社会人を教職へと誘致すると

いう，いわば矛盾した策でもあり， I大学における教員養

成」の形骸化を促進したとして問題視されている (cf.

土屋， 2002， p. 86. ) . 

また，免許法の基準が大学における教員養成教育を制

制度的変更の内容

課程認定制度の創設

1958 (昭和33)年 中教審「教員養成制度の改善方策について」答申 国家規準による教員養成の構想

中教審「今後における学校教育の総合的な拡充整備
教員養成大学の整備・充実

1971 (昭和46)年 試補制度の導入
のための基本的施策についてj答申

現職教員研修を目的とした大学院設置案

1972 (昭和47)年 教養審「教員養成の改善方策について」答申 教員養成大学・大学院創設の構想

1973 (昭手口48)年 免許法改正 教員資格認定試験制度の拡充

1988 (昭和63)年 免許法改正
免許状の種類の改定

特別免許状の授与，特別非常勤講師の導入

1991 (平成3)年 臨時教育審議会「大学教育の改善についてJ答申 大学設置基準の大綱化

1997 (平成 9)年
中教審「新たな時代に向けた教員養成の改善方策に

求められる教師像の提言
ついて」答申

1998 (平成10)年 免許法改正 養成カリキュラムにおける単位数の変更

2006 (平成18)年
中教審「今後の教員養成・免許制度の在り方につい

「教職大学院j制度の創設教員免許更新制の導入
て」答申
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約し，方向づける事態を引き起こしている現状も指摘さ

れている.佐藤は，免許法の要請する教員像が固定的で

あるがゆえに，研究の自由のもとでの学問の創造という

大学の本質的使命と教員養成との間で矛盾が生じ，それ

が自覚されるほどに大きくなってきていることを危倶す

る (cf. 佐藤， 1998， p. 42. ) .こうした事態の背景には，

53年の課程認定制度の創設や88年の免許状改定，さらに

98年の必修単位数の変更に象徴されるように，免許制度

を通じての規制強化があると指摘されている.

すでに山崎は， 1966年の大学-学部の名称変更をめぐ

り，こうした事態に対する警鐘を鳴らしていた.大学・

学部名称変更とは， I学芸jから「教育」への変更を指す.

山崎の指摘によれば，それは単なる呼称変更にとどまら

ない. I一般の大学学部が『学科』という学問研究の専

門分化にみ合った研究上の組織を単位として編成されて

いるのに、教員養成系大学・学部の場合は， r教員養成

課程jという免許状取得のためのコース分類をそのまま

学部の正式の内部組織としJ(山崎， 1966， p. 105. )てい

ることの代名詞的呼称、であり，教員養成の特殊性を制度

化したものにほかならない.教員養成の非「大学」化の

危機が憂慮されている.

先行研究において共通に認められるのは，度重なる制

度改革のなかで，教員養成の制度的基盤であった原則が

揺らいでいるという指摘である.この問題は，教員養成

の教育研究組織やカリキュラムのあり方にも大きな影響

を及ぼしている.このような事態が今後の教員養成にお

いてどのような意味を持ってくるのか，教員養成課程を

設置する大学は真剣に吟味していかなければならない.

2.教育研究組織をめぐる諸論と課題

教員養成における教育研究組織のあり方について，多

くの議論は，教育系大学・学部と一般大学との差異に注

目している.土屋によれば初等教育の教員養成につい

ては国立の教育系大学・学部が，中等教育の教員養成に

ついては私立大学を含む一般大学・学部が大きな役割を

果たしてきた.しかし，その実質的な役割の一方で，一

般大学・学部における教員養成には抜本的な改善を必要

とする課題があると指摘されている.

1975年の国立大学協会教員養成特別委員会の調査によ

ると，多くの一般大学・学部において，教職専門科目は

大規模授業であり 非常勤講師への依存度が高い傾向に

あることが明らかとなった.また 教育実習の指導につ

いても行き届いていないことがわかった.こうした事態

教員養成に関する研究の現状と課題

は，決して過去のものではない.その背景には，一般大

学・学部における教員養成課程の付加的な地位と，それ

に伴う研究教育組織としての人的，物的整備の立ち遅れ

が認められる (cf. 土屋， 1986， p. 39. ) . 

一般大学・学部における教員養成は，教育研究組織と

しての確立を見るどころか，もはや崩壊の危機にあると

の議論もある.森山は，今後の教員養成の課題について

論じる際に，一般大学・学部で教職課程を履修している

学生のほとんどがいわゆるペーパーティーチャーである

ことに触れている (cf. 森山， 2007， p. 53. ).ペーパー

ティーチャーとは，免許状を取得するだけで実際には教

職に就かない者を指す.ペーパーティーチャー予備軍の

多くは，免許状取得のみを目的としていることが多い.

教職に就く意思の希薄さゆえに，教職科目に取り組む意

欲も低く，履修における途中放棄率も高いという傾向が

ある.そしてこのことが，一般大学・学部の教員養成を

内音防、ら崩壊させていることが指摘されている.

ペーパーティーチャーの1長源は「開放制jの原則にあ

るとして，それを修正しようという声もある.上記のご

とき指導体制の不備のなかでいかなる教員が生み出され

てきたのかを考えると，批判は必然とも受け取れる.し

かし「開放制jの原則は，教員養成課程を履修したとい

う事実に対して免許状を授与するということと同義では

ない.教員資格の認定は，一定の基準に合致し，資格要

件を充足することが必須の要件である. したがって，教

職の専門性を保持することと「開放制」の原則とは相反

するものではなく，むしろ統一的に捉えられなければな

らない.

そのためには，教職の専門性の内実をどのように形成

するのか，大学における教員養成が果たすべき役割は何

かなどについて主体的に探求していくための内部組織や，

さらには教員養成課程を管理運営する全学的な組織のよ

りいっそうの整備が求められる.また，一般大学・学部

ならではの専門教育科目と教職専門科目との結合を視野

に入れ，教員養成課程を専門教育の体系へと位置づけて

いくための合意形成の場や，研究機会の整備・拡充も必

要であると考える.

3.教員養成カリキュラムをめぐる諸論と課題

教員養成に関する先行研究において，もっとも関心が

寄せられているのが，教員養成のカリキュラムのあり方

であろう.教員養成に係る課程認定を受けている大学・

学部は，教員養成カリキュラムの編成において，法令に
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よって定められている基準を充足しなければならないと

いう制約がある 2) とはいえ，大学設置基準第 l条にも

明記されているように，法令上の基準は最低基準に過ぎ

ない.教育課程編成の方法や履修要件などは各大学でさ

まざまに設定されることが望まれており，教育課程編成

の自主性がそれによって損なわれるものではない. しか

し現実には，法令上の基準が教員養成カリキュラムを拘

束していることは否めない.またそうした傾向は，免許

状取得が卒業要件となる教員養成系大学・学部に比べて，

教員養成課程を付加的に設置している一般大学・学部に

おいて強く見られる.

荒木はかかる現状を問題視し，教員養成カリキュラム

にかかわる大学の自主的な改善努力が少なからず不足し

ていたことを反省している.そして，このような安易さ

に対して教育現場からも批判の声が寄せられていること

をふまえ，教員養成課程を設置する大学には，大学の特

色を生かしたカリキュラム編成への努力が強く求められ

ていると主張している (cf.荒木， 1990， p. 24. ).土屋

もまたこの点に触れ，大学の主体性を活かしたカリキュ

ラム編成の重要性を指摘するとともに，そのためには大

学及び大学問の自主的な努力が必要であると論じている

(cf.土産， 1986， p.42.). 

こうした主張からも明らかなように，養成カリキュラ

ムをめぐる議論の中心は，大学の主体性・創造性にもと

づくカリキュラムをいかにして編成しうるのか，という

問題に集約されよう.それでは，カリキュラムの改善及

び理想的な編成をめぐって，どのような課題が提起され

てきたのだろうか.その主要なものを整理すると，共通

認識として以下の 2点があげられる.

( ， )大学教膏の本質に沿ったカリキュラムの編成

多くの議論は， I大学における教員養成Jの意義を支持

している.先にも述べたように 「大学における教員養

成」は，教員養成が「学問の自由」と「自治的精神」の

保障された大学教育全体のなかで，学ぶ者の人間形成を

通して行われることを意図している.したがって，教員

養成カリキュラムが大学教育の本質に沿うということは，

教員を目指す学生が専門教養教職教養を通じて自己

確立を図っていくことを基礎要件に，教育(学)に対す

る探究意欲を発揮して学修を進め 自らの研究能力を高

めていく，そうしたプロセスをイ呆~iEすることではないだ

ろうか.このようなカリキュラムを編成するためには，

大学教育の目的を達成する重要な要素のーっとして，教
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員養成を性格づけていくことが求められるだろう.

その一方で，大学教育そのものの充実を図っていくこ

とも必要である.大学設置基準の大綱化に伴い，従来の

一般教育と専門教育の科目区分が廃止された.それに

よって，教員養成課程における科目区分は， I教科に関す

る科目Jと「教職に関する科目Jで構成され，従来一般

教育に含まれていた「日本国憲法jや「体育Jといった

授業科目は，教養教育や共通科目として設定されること

となった.土産はこうした改正において，一般教育を軽

視する傾向は否めないと断じている. しかし一般教育の

理念と教育目標こそ，戦後教員養成の理念と通底する部

分であるとの認識から，一般教育の内容の充実を重要な

課題として取り上げている (cf.土屋， 2002，pp.86-87.). 

また、大学教育の充実をはかり，大学教育の体系のな

かで教員養成カリキュラムを性格づけることは，一般大

学・学部において問題視されている「教員養成の内部か

らの崩壊現象J(森山， 2007， p. 53. )を解決する糸口に

もなりうると考えられる.一般的な傾向として，教員養

成課程を履修する者には， I教師になるjという暗黙の前

提がつきまとう.本心はそれと異なっていても， I教師

にならないjことを明言するのはある種のタブーとみな

される.こうした価値の問題に加え，拘束性の強い免許

基準のもとでの学修は， I教師になりたいJというモチ

ベーションが維持されないとその継続に著しい困難さを

感じさせてしまうこともある.さらに，学生の学習意欲

が希薄となってきている現状があるなか，教員養成の指

導場面においては， I教師になる」という学生の目的意識

に訴えかけ，意欲の喚起をはかつていく場合が多い.明

確な目的意識が醸成されていない学生にとって，教員養

成課程のこうした特殊性は かえって興味・関心をそぐ

こととなろう.

このような問題は，教員養成が専門職業人の完成教育

とみなされていることにも起因している. しかし，対初

任者への研修機会が l年にも及んで保障されている現実

を鑑みると，免許状取得ニ完成とみなすことはできない.

むしろ今日では，専門職における職能成長の重要性が問

われている.教師もまた，その職能成長が積極的に望ま

れる専門職であるとするならば，教師としての完成は教

員生活を通しての職能成長に求められなければならない

だろう.したがって，教員養成はあくまでも職能成長の

可能性を聞く準備教育とみなされるべきである.

そうとなれば，養成カリキュラムの編成においては，

特定の職業に必要となる技能の習得以前に，教育研究に



対する意欲やそれを遂行していく能力など，教育者とし

ての教養・素養の育成を百指した人間教育に重点が置か

れなければならないだろう.教員養成系大学・学部にお

いでさえ， Iカリキュラムが横並びになって，大学・学

部の特色が薄れていることJ(国大協「調査報告書J，2000， 

p.2.)が問題視されているなか，土屋が指摘するように，

「大学全体が教員養成にかかわることの積極的な意義を

理解しJ(土屋， 1983， p. 97. ) ，建学の精神や教育目的を

反映した，また専門教育課程との結合を視野に入れたカ

リキュラムを編成していくことは，早急に実現されなけ

ればならない課題である.

( 2 )職能成長を担保しうるカリキュラムの編成

「大学における教員養成」の可能性は，教員資格の正当

性を担保しうるカリキュラムの明瞭化に求められるとい

う指摘がある (cf.榊原ほか， 2005， p. 116. ) .職業人養

成教育に徹底した教員養成カリキュラムは，こうした可

能性を具現化しようとしたものであるともいえる.例え

ば1997年の教養審答申は 87年答申が指摘した教師の資

質能力に関する要素を「いつの時代も教員に求められる

資質能力」として踏襲するとともに， I今後特に教員に求

められる具体的資質能力Jを新たに設定している.その

キーワードの一つに， I実践的指導力」がある.それは，

実際の教育実践に直接に活かすことのできる資質能力を

意味している.教員資格の正当性をこれらの資質能力に

求めるならば，上記のような力量の確実な形成が，大学

での教員養成段階においても担保されなければならない

だろう.

「実践的指導力」を強調する流れは健在である. 2006年

7月の中教審答申では 「教職実践演習(仮称)Jを創設

することが提言されている.この演習では，主として教

員に求められる 4つの事項3)を取り上げることが想定さ

れている.また，授業方法としては，ロールプレイング

やグループデイスカッション，事例研究，フィールド

ワーク，模擬授業などが適当であるとされており， I実践

的指導力jの育成が強く意識されている.

しかしながら，こうした流れの一方で，狭義に偏重し

た「実践的指導力jの捉え方に異論を呈する声もある.

「実践的指導力Jは あくまでも「教育者としての使命

感Jゃ「教科等に関する専門的知識J，I広く豊かな教養J

などを基盤にしたうえで それらを単なる机上のものに

とどめることなく，生きたものへと高めていくことを意

図しているはずである.しかし， I実践的」という部分が

教員養成に関する研究の現状と課題

狭院に解釈されることにより いわば「現場で即役に立

っか否か」という基準が，大学における教科や教職に関

する科目にも大きな影響力をもつようになってきている

のである.このことは， I実践的指導力Jを強調するあま

りに， I実践的指導力」が基盤とするところの教育者とし

ての教養や素養の酒養を著しく阻害してしまう事態を招

きはしないだろうか.教員養成カリキュラムの見直しを

はかるにあたって 今一度 「実践的指導力」の枠組み

を吟味する必要があろう.

職業人養成教育に徹底した教員養成カリキュラムのあ

り方に対しては，教師の専門職性 (profession) と職能成

長という観点からも異論が唱えられよう. 1966 (昭和41)

年の ILO・ユネスコの「教員の地位に関する勧告Jを契

機として，教師の専門職性をめぐる議論が起こった.労

働者としての教師の処遇改善を求めた日教組の「倫理綱

領Jに対して，この勧告は，教職を「きびしい不断の研

究により得られ，かつ，維持される専門的な知識及び技

能を教員に要求する公共の役務のー形態jとみなし，そ

れに相応しい処遇と社会的地位の向上を求めるもので

あった. しかし，リーパーマン (Lieberman，M. )や市川

らが示す専門職の属性に照らしてみても，教師はいくつ

かの点において十分なレベルに達しておらず，規制の伝

統的専門職には馴染まないという考え方が有力となって

いたぺ

しかし近年，教師を従来の伝統的専門職とは質的に異

なる専門職として位置づけようとする，新たな専門職論

が提起されてきている.ショーン (Schon，D. )が提唱す

る「反省的実践家 (reflectivepractitioner) Jはその代表的

なものである. I反省的実践家Jとは， I経験によって

培った暗黙知を駆使して問題を省察し，状況と対話しつ

つ反省的思考を展開して，複雑な状況に生起する複合的

な問題の解決にクライエントと連帯して取り組J(佐藤，

1996， p.73.)むという実践において専門性を発揮する.

この「反省的実践家Jモデルは，特に教師を対象とした

ものではないが，教師教育のパラダイム転換を推進する

概念となった.

このような実践を遂行する専門職として教師を位置づ

け，期待される専門性をその職能として捉えるならば，

教員資格の正当性を担保しうるカリキュラムとは，教育

の複雑な文脈や教育問題の複合性を探究し，読み解こう

とする「反省的実践jの訓練を担保するカリキュラムで

あり，教員志望者の内面にこうした「思考Jや「行動j

の「枠組み (frame)Jを形成するものでなければならな
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いだろう.

また，先にも述べたように，教員養成は職能の完成教

育ではない.教養審答申でも述べられているように，大

学を卒業して後のライフコースにおいて，一人ひとりの

教員が自律的に職能成長を遂げていくことこそが専門職

として期待されるところである 5)そうとなればいっそ

う，未来に続く職能成長を可能にするという意味での専

門性の追究とカリキュラムへの具体化が求められるので

はないだろうか.そして，こうした専門性の育成を大学

としての教育目的に照らしながら吟味していくことが，

大学教育の本質に沿った特色ある教員養成カリキュラム

の編成へと繋がっていくだろう.

111闘結びにかえて一本学教職課程の点検に向けて-

以上，わが国における教員養成研究の主要な議論を，

教員養成の制度的改善，教育研究組織，教員養成カリ

キュラムの 3点を中心に整理し，それぞれの論点から導

かれる諸課題を明らかにした.それらの多くは，本学教

職課程の編成や運営，指導体制を点検するにあたっても

早急に着手しなければならない課題であろう.そこで，

先行研究の知見をもとに 本学教職課程の改善と充実に

向けて検討すべき具体的な課題を整理していきたい.

1 .教育研究組織の確立に向けての人的，物的条件の整備

田子は，開放制教員養成の今後の課題について，私立

大学の立場から考察している. I私立大学を取り巻く環

境は非常に悪化してきている.そのなかで，教職課程を

はじめとする資格教育部門を，それぞれの大学の魅力あ

る教育組織に育てていくことが課題であるJ(田子， 2002，

p. 96.). 

田子によると， I私立大学における教員養成は，制度的

保障である開放制原則による免許法によりながら，なお

自己改革，自己充実を果たしていくのであるが，その担

い手である『人Jに強みがあるJ(因子， 2002， p. 95. ) . 

1980年，私立大学教職課程の教員なに直接に教員養成

に携わる関係者が全国私立大学教職課程研究連絡協議会

を発足させた.当時，私立大学の教員養成教育は，教育

実習を中心に批判の声が高まっていたが，協議会はその

見直しと充実に向けての加盟校間での啓発，研究交流を

開始したのである.

因子は， I大学において，教職課程の位置を少しずつ高

めていくことに，教職課程教員は，もっと積極的になる

必要があるJ(田子， 2002， p. 96. )という.教職課程を
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担う大学教員の教員養成に対する責任の自覚は，学生に

対する教育の充実と社会的貢献及び教育研究の促進につ

ながるものと期待される.教育研究組織の確立に向けた

人的及び物的条件の整備は，教員養成に関してはまだま

だ経験の浅い本学においても，早急に取り組まれなけれ

ばならない課題である.

教職課程における教育研究組織の望ましいあり方につ

いての参考例として，次のような形態が提起されている

(cf.田子， 1995， pp.65-67.). 一つは， I教職課程セン

ターJの設置である.期待される役割としては，教職課

程の総合的研究機能を中心とするものから教員採用試験

対策を担うものまでさまざまであるが，現状の教職課程

運営に欠ける機能を集約したものと位置づけられる.田

子は「教職課程センターJの機能を， I総合，関係，連

続jの3要素に注目して紹介している.

まず， I総合Jという要素に注目すると，教職課程に

おけるカリキュラム開発の背景となる基礎的研究及び教

師教育に関する理論的研究，さらには履修上のガイダン

ス，教育実習，教員採用試験への対応などを含む日常的

な教育機能が期待される.そして「関係Jでは，他学部

や他学科，あるいは他専攻・課程との有機的関係のもと

に教職課程を運営していくための調整機能が， I連続Jで

は，現職教員のリカレント教育や附属学校への援助・協

力，市民の生涯学習などの機能が期待される.

教職課程のセンター化については，人事，予算，教員

処遇などの独立性にかかわる議論が不可欠ではあるが，

ここでいう「総合，関係，連続Jは本学教職課程の運営

にとっても実現を要される機能であると考える.

2. I大学における教員養成」の意義に立脚したカリキュ

ラム編成

教師という特定職業人の養成を目的としていることか

ら，教員養成カリキュラムは一定の基準に拘束される傾

向がある.その点を抜本的に改革していくことは，私立

大学を含む一般大学・学部の現状においては特に困難で

あるといわざるを得ないだろう.しかし，法令上の基準

を充足したのみで十分と了解する態度は改めなければな

らない.

教員としての「実践的指導力」の育成及びその職能成

長は，教員養成に寄せられる社会的期待もある.そうし

た教員養成の固有の意義に照らしても，大学における養

成段階の教育の意義は大きい.したがって， I大学にお

ける教員養成jの意義を積極的に評価し，教員養成カリ



キュラムを大学教育の体系に位置づけること，すなわち，

専門教育課程と教員養成課程との関連性や連続性をどの

ように保障し，大学教育の成果としてどのような教師を

養成したいのかを カリキュラムにおいて明瞭化してい

くことが求められなければならない.

本学は平成19年度入学生より 高等学校教諭 l種普通

免許状(福祉)に加えて 同(公民)及び中学校教諭 l

種普通免許状(社会)の取得を可能とすべく，新たな教

職課程を開始する. しかし，福祉と公民，社会という専

門教科間の関連性や社会福祉士養成という専門教育課程

との連続性はもとより，大学として求めるべき教師像，

あるいはその根底にある教員養成の理念などについて，

大学全体の共通認識が保たれているとは雷い難い.

しかしながら，まだまだ不十分なレベルにあるとはい

え，そこには私立大学であるがゆえの強みもある.例え

ば国際基督教大学では 教職課程カリキュラムに数えら

れている科目はすべて，教養学部としての全学に聞かれ，

各学科の基礎科目・専攻科目・選択科目に位置づけられ，

意味づけられている.さらに，教職課程においては，教

師を目指す学生に対する個性的な教員養成プログラムが

提供される一方で リベラルアーツに根ざした「地球市

民J育成という教育目的の達成がはかられているという

(cf.町田， 2002， p. 107. ).このように，大学としての

教育を建学の精神や独自の教育目的のもとに充実させる

ことが， 1大学における教員養成」の意義に立脚し，か

っ教員養成への社会的期待に応えうる特色あるカリキュ

ラムの編成を可能とする.その意味において，本学もま

た，大学の主体性のもとに教員養成カリキュラムを整え

ていくことによって 本学でしか実現できない教員養成

プログラムを提供してくことも可能である.そのために

は，先にも述べた教育研究組織の整備とともに，本学教

職課程をめぐる現状把握と自己点検のための調査研究を

進めていかなければならないだろう.

3.現状把握と自己点検のための調査研究

大学における教員養成に関する調査研究は，教員養成

系大学・学部はもとより 課程認可を受けている一般大

学などでも，近年，積極的に進められている.課程認可

を受けている大学の学長・学部長教職課程担当教員な

どを対象に課程運営上の諸課題を抽出したものをはじめ，

現職教員の卒業生を対象にカリキュラム改善の視点を問

うたもの，在学生の意識調査から課程運営上の改善点を

導き出したものなどさまざまである.たとえば， 1教育

教員養成に関する研究の現状と課題

学部プロジェクトjの…環として，現職の若手教員らを

対象に大学における教員養成に求めるものを聴取した

佐々らの研究 (2003) は，それによって今後の教員養成

のあり方を検討したものである.

平成18年度卒業生を含めて， 165人の教員免許状取得

者を社会に送り出してきた本学においても，教職課程の

運営に直接に携わる教員の自己点検のみならず，既卒者

及び在学生の力を借り，見直しをはかつてくことは可能

ではないかと考える.むしろ積極的に，履修者の生の声

を聴取していくことで本学ならではの教員養成カリ

キュラムの開発につながる視点を得ることも期待されよ

う.こうした調査研究を進めていくこともまた，今後の

課題の一つである.

IV. 注記

1) 1998年10月，ユネスコ主催の世界高等教育会議にお

いて 121世紀の高等教育世界宣言一展望と行動-Jの

予備案が採択された.そのなかで，教育は新世紀の世

界における「最優先事項 (thefirst prioriity) Jと表現さ

れ，最も有能な若者を教職へと引きつけることが世界

各国に勧告された.

2 )法令上の免許基準において 教員免許状取得に必要

な科目は「教科に関する科目」と「教職に関する科目J，

「免許状施行規則に定められた科目jで構成されてい

る.課程認可を受けている一般大学・学部では， 1教科

に関する科目Jを専門教育課程において充足し， 1教職

に関する科目」を資格取得課程として付加的に設置し

ている場合が一般的ではないかと思われる.そのため，

とくに「教職に関する科目Jについては，最低履修単

位と免許基準に定められている最低基準の内容を充足

することで十分と了解されているきらいがあり，免許

基準の拘束力は強いという傾向にあると考えられてい

る.

「教職に関する科目Jは，一般に教職教養と呼称、され

る.たとえば，教育についての原理的理解，子どもの

発達についての科学的知見 教育の制度的-社会的な

背景についての知識 教育内容や方法についての専門

的な知識・技術・技能といった内容が想定されている.

教職教養については，教員養成教育にとって何が必要

かという「ミニマム・エッセンシャルズJが確立して

いないという指摘もある (cf.土屋， 1986， p. 43. ) .こ

のことは，教育学という学問自体の自律性の問題とも

かかわってくる.また， 1教職に関する科目」を教育学

187 



研究紀要第11号

研究の発展に即して，学として構想することもまた必

要ではないかと考える.上記の課題については，別に

論じたい.

3 )ここでいう 4つの事項とは，①使命感や責任感，教

育的愛情等に関する事項 ②社会性や対人関係能力に

関する事項，③幼児児童生徒理解や学級経営等に関す

る事項，④教科-保育内容等の指導力に関する事項，

である.

4 )専門職論の研究で有名なリーパーマンは，これまで

社会的に認められてきた専門職の特性を次のように整

理している.①範囲が明確で，社会的に不可欠な仕事

に独占的に従事する.②高度な知的技術を用いる.③

長期の専門的教育を必要とする.④従事者は個人とし

ても集団としても広範な自律性が与えられる.⑤専門

的自律性の範囲内で、行った判断や行為については直接

に責任を負う.⑥営利ではなくサービスを動機とする.

⑦包括的な自治組織を形成している.③運用の仕方が

具体化されている倫理綱領を持っている.

市川は，専門職に関する緒論をもとに，既成の専門

職における最大公約属性として①職務の公共性，②専

門技術性，③専門的自律性，④専門職倫理，⑤社会的

評価の 5点をあげている.

佐藤 (2007) によれば上記の属性を完壁に満たす

専門職はほとんどないが 医師や弁護士はその多くを

充足する職として広く認識されている. しかし教師の

場合は，市川が指摘するところの専門技術性や専門的

自律性，さらに社会的経済的地位などの社会的評価に

おいても十分ではないとされている.

5 )教養審答申によれば，教員の資質能力は生涯にわ

たって向上させるものとして捉えられる.そのため，

「全教員に共通に求められる基礎的・基本的な資質能

力を確保すると共に，さらに積極的に各人の得意分野

づくりや個性の伸長を図ることが大切であるJとされ

ている.
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